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SBI 大学院大学 教育研究費の運営及び管理行動規範 

 

 
SBI 大学院大学 

2017年 1 月 10 日 施行 
2022年 3 月 2日 改定施行（最終） 

 
 
 

SBI 大学院大学（以下「本学」という。）の教育研究活動は、国からの交付金及び補助金
並びに学生からの納付金など種々の財源から支えられていることから、本学には、社会的責
務として、教育研究費を公正に運営及び管理することが求められている。 
教育研究費に関する不正は、本学の教育研究のみならず、我が国の教育及び学術研究に対

する国民の信頼をも揺るがしかねない。 
これらを踏まえ、本学の教育研究費の公正な運営及び管理を目的として、本学の役員、職

員、学生及び本学の教育研究費の執行に関わる者（以下「教職員等」という。）が遵守すべ
き行動の規範をここに定める。 

 
 

１  教職員等は、個人の発意で提案し獲得した競争的研究費、個人の教育研究を目的として
寄附された寄附金を含む教育研究費が、大学が管理すべき公金として扱われることを認識
し、公正かつ有効的に使用しなければならない。 
 
２  教職員等は、教育研究費の執行に当たり、関係する法令・通知及び本学の規則等のルー
ルを遵守しなければならない。 
 
３  教職員等は、教育研究費に関する不正が、大学全体、さらには広く教育研究活動に携わ
るすべての者に深刻な影響を及ぼすものであることを認識し、行動しなければならない。 
 
４  事務職員は、教育研究費の適切な執行を確保するための専門的能力の研鑽に努めると
とともに、公正かつ有効的な教育研究遂行の一端を担っていることを認識し、行動しなけれ
ばならない。 
 
５  事務職員は、教員が必要な教育研究を行うことができるよう、教育研究費の運営及び管
理のルールを柔軟に検討するとともに、検討結果についてはできるだけ早期に教員に説明
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しなければならない。 
 
６  教職員等は、教育研究費に関する不正が、個人のモラルの低下だけではなく、組織的な
取り組みの不十分さからも起きることを認識し、行動しなければならない。 
 
７  教職員等は、相互理解を深め、教育研究費に関する不正の防止に努めなければならない。 
 
8   大学は、教育研究費の運営及び管理が公正かつ有効的に行えるよう、すべての教職員等
にわかりやすいルールを定める。 
 
9   教職員等は、教育研究費の運営及び管理の公正性及び有効性の確保、並びに実態との乖
離防止に資するルールや業務の改善に努めなければならない。 
 
 
 

附  則 
この規範は、2017年 1月 10 日から施行する。 
 
この規範は、2020年 12 月 9日から一部改定施行する。 
 
この規範は、2022年 3月 2日から一部改定施行する。 


